
吉野川市中小企業者、小規模企業者及び小企業者の振興に関する基本条例

※内容イメージ

前文 本市の概要、問題点等

第１条（目的） 中小企業者等の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進

第２条（定義） 条例内用語の定義について記載

第３条（基本理念）

市内の経済循環、地域経済の発展並びに

雇用の確保、地域資源の活用等記載

●第４条～第１０条はそれぞれの役割を規定

第５条

（中小企業者等の役割）

自助努力と創意工夫、

市内における連携に配慮等

第４条 第６条

（市の責務） （産業経済団体の役割）

実態把握、連携協力、 中小企業者等の加入・連携

市内業者の受注機会の増大等 第１０条 ・交流の推進等

（市民の理解及び協力）

中小企業者等の健全な発展

に協力等

第９条 第７条

（教育機関等の役割） （大企業者の役割）

市が実施する中小企業者等 中小企業者等との連携・協力

の施策との連携 第８条 市内の物品等の利用に配慮

（金融機関の役割）

円滑な資金の提供及び経営

改善への協力等



●第１１条～第１６条で市がすべきことを規定

第１１条（施策の基本方針）

（１）経営の革新及び創業を促進すること

（２）販路の拡大を促進すること

（３）人材の育成、雇用の確保及び事業環境の整備を図ること

（４）円滑な事業承継を促進すること

（５）地域内の経済循環を促進すること

（６）小規模企業者及び小企業者の経営の状況及び成長発展の状況に応じ、十分な配

慮がなされること

（７）中小企業者等の振興に関する市民の理解を深め、協力を促進すること

第１２条（財政上の措置）

中小企業者等の振興に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする

第１３条（児童及び生徒の職業意識の醸成等）

・児童及び生徒が、将来職業人として社会で活躍できるよう職業意識の醸成を促す

・教育機関等その他関係機関と連携し、職業に関する情報や、体験の機会の提供等

を実施

・地域を担う人材の育成を推進し、市内への定住が図られるよう努める

第１４条（協議の場の設置）

本条例の目的を達成し、中小企業者等の振興施策を推進するため、継続的に関係機

関で協議を行う場を設置する

第１５条（実施状況の公表）

第１６条（委任）


